
認知症になっても安心社会

　今年も市民後見人養成講座が品川区中小企業センターで開催され、無事終了しました（開催日は２月７日、

１４日、２１日、３月７日、１４日、２１日、２８日の７日間）で、受講生募集のちらしもリニューアルし、

様々な媒体で受講案内の広報を行った結果、1９名の申し込みがありました。
　今回も、品川社協開催の養成講座と同等の講座内容で開催し、研修時間は４０時間で、地域共生政策⾃治体

連携機構作成の厚⽣労働省の指針に沿ったテキスト（改訂版）を使⽤しました。最終⽇のグループワークでは

事例に基づいて意⾒を出し合いこれまでの受講で学んだ知識を総動員させて考える時間になり活発な意⾒交換

があり、⼤いに盛り上がりました。今回は19名全員が修了し、その中から9名の入会申し込みがありました。
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　第58回月曜カフェが下記の通り、開催されました。
　日　時：2026年3月23日（月）9：45～11：45　場　所：荏原第五地域センター 第三集会室
　メインスピーカー：杉山麻里子会員　　参加者：９名

　テーマ：「後見活動の実際を巡って、何でも話そう！」

　　～ 市民後見人だからこその後見活動、成功したこと、悩み、こまりごと、楽しさ、何でも～
 　杉山会員をメインスピーカーに迎えて参加者全員であれこれ話して後⾒活動の⽇ごろの疑問や悩みを共
有しました。⼤変久しぶりにお顔を⾒せてくださった会員さんがおられたのでまずは簡単な⾃⼰紹介もし

て和やかな雰囲気の中、「何でも話そう！」のテーマ通り、参加者全員でじっくりしっかり楽しく話せた時

間となりました。

2026年3月23⽇ 月曜カフェ
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また今回は準備段階からたくさんの会員さんが関わって

下さり、受講生募集の広報のためちらしやポスター作製

等々に知恵と時間を出して協力頂きました。当日も多く

の会員さんのサポートを頂いて無事に講座が終了できま

した。この場を借りて、改めて深く御礼申し上げます。　　 

月カフェで取り上げてほしいテーマを募

集しています。成年後見制度、市民後見

人に限らず「歳をとっても安心して暮ら

せる地域社会」に関する日常の様々な話

題についてです。皆様のご意見をお寄せ

ください。



　2026年度の本会通常総会を下記の通り開催致します。年に一度、思いを同じくする仲間が一同
に集まる場として、全会員の皆様の参加を呼びかけます。改めて当会の理念や将来について考える

時間をともにしませんか。総会終了後は茶話会を予定しています。皆様の参加を心よりお待ちして

います。案内書類等は、5月7日発送予定です。
 日 　時：2026年6月13日（土）13 時 30 分開会（13 時より受付）

　　　　　　　 場　所： 大井第2地域センター第１・第２集会室
品川区大井2-27-20 「⼤井町駅」下⾞徒歩10分

今後の予定とお知らせ

　4 月 １１日（土）、市民後見人養成講座の受講後、入会を検討している方、迷っている方だけでなく既存の
会員さんにも会員間の交流の場の一つとして広く声掛けしオリエンテーションを開催しました。養成講座修了

生１０名と会員１７名の参加を得て、当会について、社協との関係について、後見人活動について、NPOとは
何かなどについて随時質問を受けながら話した後、茶話会では修了生の自己紹介の後、３つのグループに分か

れて、日頃は聞けない趣味の話なども交えつつ、支援員活動への不安や後見活動への疑問などについて、じっ

くり話ができたと思います。参加された皆さんのお人柄もわかる楽しい時間になりました。     

2026年度通常総会のお知らせ

オリエンテーションを開催しました

～2026年度の会費の納入のお願い～
  4月より新年度（2026年度）が始まっています。2026年度の会費の納入をお願い致します。
　〇ゆうちょ銀⾏以外の金融機関から振込む場合    〇ゆうちょ銀⾏から振込む場合
　【店名】〇⼀八（読み ゼロイチハチ【店番】０１８   【記号】１０１４０
　【預金種⽬】普通預金                 【番号】１６２５５００１
　【口座番号】１６２５５００ 　　　【なまえ】トクヒ）シミンコウケンニンノカイ

 ※2025年度の会費の納入がまだの方は、⼀緒にお振込みをお願いいたします。

・後見記帳⽇ 5⽉1⽇（金） ・事務局会議5⽉7⽇（⽊） ・部会長連絡会 ５⽉11⽇（⽉） 
・事務局会議・理事会　5⽉18⽇（⽉） ・5⽉20⽇（水）後⾒部会会議
★★★八潮図書館カフェ　5⽉25⽇（⽉）14：00〜 講師：当会会員渡橋理恵 
知っておこう！備えておこう！成年後見制度というテーマで成年後⾒制度のメリットデメリット・法改正などについて

地域の方にお話しします。その後、高齢者社会における悩み・お困りごとの相談・解決につなげる場の提供などにお答

えする時間を設けています。興味のある方の参加と相談対応のできる経験のある会員さんの協⼒をお願いいたします。   

※参加の申込は直接八潮図書館へ。相談対応の協⼒は渡橋までご連絡下さい。

その他の予定もHP会員のページ 年間行事予定からご覧になれます

　今回の成年後見制度改正は2000年の制度開始以来、約25年ぶりの抜本的な見直しであり、認知症の方や高齢者などが
より利用しやすい制度を目指しています。4月3日に閣議決定され、法案は今国会に提出され、成立すれば2028年度中に
も運用が開始される見込みです。 中身についてはしっかりと学んで会員の皆さんと共有せねばと思っていますがなかな
か頭に入ってきません。今後もおいおい皆様に発信していきますので一緒に学んでいきましょう。（編集：渡橋理恵）
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